
資料1－2：  

介護予防ケアマネジメントの効果的な  

実施について   



l一介護予防支援業務の実施に当たり重点化一効率化   

が可能な事項について（平成19年7月23日付、厚生   
労働省老健局振興課長、老人保健課長通知）」   

● 地域包括支援センターの体制整備促進策として実   
施した研究事業の成果を踏まえ、介護予防支援業   
務の重点化・効率化の参考となる手引きを示した   
もの。  

● 介護予防支援業務の重点化・効率化に資する業務   
改善のポイントを、契約締結、情報収集、利用者   
宅への訪問、介護予防支援プロセスの各側面から   
整理。  

⊥ 利用者にとってわかりやすく簡素な流れであること  

最初の窓口で介護予防の概念や制度の仕組みをご説明。   
サービス利用のために必要となる個人情報の提供に係る本   

人同意欄を認定申請書に作成しその後の流れを効率化。  

乙滴れること   

認定更新の際の契約更新についてあらかじめ確認。介護給   
付から予防給付へ移行する際の関係者間の引き継ぎや初回   

の同行訪問。家族等との普段の関わりを通じた情報の整理   
によって効率よく課題分析・モニタリング。  

左側票を設定する こと  

優先度の高い領域についての当面の改善目標と支援  ・
山
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を検討。サービス担当会議は合理的な設営で各々の  

確認。支援経過表を用いて中途の結果等を記録し終  
判定を円滑にする。   



●低下している生活機能を段階的に回復するための取り組み   
を、利用者とともに進める。  

●利用者が自らの生活機能低下リスクに気づいて現状の改善   
についての意思を表明できるように支援する。  

●利用者の思考過程に沿いつつ、実現可能な活動目標を期間   
を区切って段階的に設定する。  

●利用者の暮らしを踏まえ、個性を尊重した支援内容を盛り   
込むようエ夫する。  

●記録類の整理や同僚等と   
のディスカッション等を通   
じて、日常的な支援経過の   
振り返りと考察を行うこと   
により、職員相互の知識・   
技術を活かしつつ、個々の   
介護予防支援技術の向上を   
図ることができる。  

、－  

r  ：  

l、 ・   i  

輔車馨  

総合相如虻l  

・地域内ネットワークの活用、  
高齢者世帯への戸別訪問等  
により情朝を収集し、実態を  
把撞す右ようつとめます。  
・初期対応、相談内容に即し  
た情報提供及び関係機関へ  
の紹介等を行います。  
・専門的・継続的な関与又は  
緊急の対応が必要な場合は、  
利用者宅への訪問、詳細な  
情報収集により個別の支援  
計画を葉定し、適切な支援に  
つなげます。  

包括的・継続的  
ケアマネジメント業務  

・在宅と施設等との間で切れ目  
のないケアマネジメントを実現。  

・ケアマネジャーと関係機関との  
間の連携を支援。  

・ケアマネジャーと地域内のノン  
フォーマルサポートネットワーク  
（：健康づくり等サークル活動、老  
人クラブ、ボランティア、その他  
介護保険サービス以外の地域  
資源）との連携・協力体制を整備。  

一地域内ケアマネジャーどうしの  
ネットワーク構築及び活用。  

・ケアマネジャー菓附こ係る手．】  
談への個別指導、技術的支持。  

・地域内のケアマネジャー資質  
向上のための事例検討、研修の  
実施、制度や施策等に関する情  
報の提供っ  
■ケアマネジャーが支援国薫筐な  
場合等について、具体的な支援  
方針を検討し指導・助言＝  

・ケアマネジャーによる介護給  
付ケアマネジメントと地域包括支  

介護予防ケアマネジメント等業務  

権利擁護  

・成年後見制度の活用快速  

・老人福祉施設等への措置  
の支援  
・高齢者虐待等への対応  

・困難事例への対応  

t消費者韻書の防止  

を設置しています．。   





資料1－3：  

介護予防に係る効果の評価について   



介護予 防に係る  

効果の評価について  

Ⅰ 介護予防に関連する情報等の流れ  

Ⅱ 介護予防事業の評価のポイント………  2  

Ⅲ 継糸売的評価分析支援事業……………  4  

Ⅰ介護予防に関連する情報等の流れ  

住 民（利用者）  

サービスの提供  
情報提供※3   

サービスの利用   

市町村  83市町村（H19．7現在）  
○介護予防支援事業（地域支援事業ニーデ‡＝1  

0新予防糸引寸（介護予防サービスこ）草2   
○惰続的評価分析支援事業   

・註鯛なデータの収集  
ーミ  虫 ムヒ三＝  

支援   支援  配 幸陪 卜分析   

【都道志表Ⅰ 幸臆  

護予防市町村安穏事業  

1国 t  ▼  
○纏続約諦憎分析等事業  

田村事業の分析等 支援             ′・全国レベルでの評価分析  等  

○その他  
、況調査．二遷都    ※1ブ†護予防事業の実施状   

村、都道府県、国等より、効果等に関する  
提供が行われている。  

※2介護給付費実態調査を  実施  



Ⅱ介護予防事業の評価のポイント  
「総合的介護予防システムについてのマニュアル」  
（「】1い＋、㌧†．｝豆木イ＋恒互ぃりす甚トノ吠弓05！三三l両東上揖担）  

を参照のこと  【評価にあたっての視点】  

○ 介護予防の趣旨は、介護を要する状態となることの 予防及び   
要介護者の重度化の防止。従って、要介護認定者の数及び高齢者   
における率の推移を把握・評価することが必要。  

○ 一方、事業の内容を把握・評価することにより、より効果的・   
効率的な事業の実施に向けて改善を行うことが必要。  

→ 以下の視点を指標とすることが重要  

…・・…  事業の企画立案、実施体制等に関するも句  プロセスに関する指標  

・＝・・＝ 事業の実施量等に関するもの  アウトプット  

・・＝…・ 事業の成果として得られるもの  アウトカムに関する指標  

【評価を行う才旨標】   

事業者単位、．地土或包括支援センター単位、市町村単位、都道府県  
単位、国単位でそれぞれの立場で指標の評価することが必要。  

＜市町村単位での評価＞   

プロセスに関壬る五辺  

（例）○特定高齢者の把握・選定のため、複数の把握ルートの確保状況  
→ 平成19年度介護予防事業実施報告の報告内容1（1）イ等を参照  

○関係機関との連携状況  
→ 介護予防事業の実施状況調査（平成18年11月30日時点の調査）の調査項目等を参照  

r 第2回介護予防継続的評価分析等検討会資料2  

アウトプと＿とに関するもの  

（例）○特定高齢者数、介護予防事業への参加者数  
→ 平成19年度介護予防事業実施報告の報告内容1（2）ア、イ、2等を参照  

空皇上カムに園‾す■るもの  

（例）○要介護認元：番数の推移注〕  
（注）平成17年度≡以前との比重引こおいて店、 要支援1．経過的要介護－→（平成17年度以前の）要支援  

要介護2，要∩謹1  一→（平成17年度以前の〕要∩喜彗1  

0特定高齢者の状態の変化  
→ 平成19年庶介護予防事業実施報告の報告内容1（1）ア、1（2）ア、り等を参照  
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Ⅲ 継続的評価分析支援事業  

○ 介護予防（新予防給付■特定高齢者施策）の効果の分析については、継続的評価   

分析支援事業の実施市町村における詳細なデータを基に、厚生労働省が継続的評   

価分析等事業において行うこととしている。  

継続的評価分析支援事業   

報告対象   〈予防給付〉〈特定高齢者施策〉   

報告内容   ○ 高齢者の心身の状態や活動状況等のデータ   

継続的評価分析等事業   

分析対象   〈予防給付〉〈特定高齢者施策〉   

分析内容   ○ 高齢者の心身の状態や活動状況の変化の分析  

○ 費用に対する効果の分析   

分析データ   継続的評価分析支援事業の実施市町村から  

の高齢者の心身の状態や活動状況等のデータ   

分析   介護予防継続的評価分析等検討会において実施   

活用データ   既存の各種データ（介護給付費実態調査等）  
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生
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金高齢者の心身の状熊や活動状況の変   

化   

○運動器の機能向上について、どのよ   

うなプログラム（例ニマシンによ   

る・よらない運動）で行うことが効   

果的等を分析   

○了↑護予防の実方捌こより、主観的QOL   

や活動状況がどのように変化したか  

②介護予防による費用に文江亘る効果  

○介護予防の効果について認定の改善   

状況等で把握することが可能であり、   

かかった費用を当てはめることによ   

り、∩護予防を実施した場合の費用   

に対する効果等を分析   

勤別占＿組り上皇び／†護手広重宝については、  
曹J召上 ≧Jj二る軌票〟〕精度箋／r）観よモカ＼ら検討  

を行うこととされている。  

（参考）  

○介護保険法等の一郎を改正する法律附則第2条第2項  

（検討）   

政府は、′ム呼びノ施1⊥せ∴ヰと巨ユ葦として、予情緒イ、！及ひ  

J毛域ゑ‥・ゑ事業について、その実施状況等を勘案し∴往樺  

Jヌ仁巨乙その効果の塗潰毒フノ較点＝，俣喜！を行い、その  

結果に＝基づいて所要の措置を講ずるものとするリ  

・束・   

了†護予防サービスの実方酎こよる   

①高齢各項小泉り状整ユ〇′占覿状ノ加り窒化   

②自適封和上ト音諸相ノ；車しる朝架  

について、語勺100市町村の実績データを墓  

に国が分析を行う。   

事業実。∈直期鼠   

平成19年1月1日～平成2・1年12月31日  



継続的評価分析支援事業の調査票   

Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等に基づき記入   
1調査票表紙   

2 要介護認定等の状況   

3 介護予防サーービス等の内容   

4 ものわすれ検査   

5 食事・栄養の状態  

‾－…‾’’’‾H‾－【一■■■‘1  

Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センターにおいて聞き取って記入  

6 家族構成  

7 疾患既往歴  

8 過去3カ月間の入院  

9 基本チエツケノスト  

10生活の質（QOL）  

11社会的支援  

12 睡眠等の状態  

13 認知的活動  

14 落ち込みやすさ  

15 ふだんの過ごし方  

16 口腔機能の状態  

17 活動（移動・歩行）  

Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  
相 違動器の機能向上を図るための介護予防プログラムの内容等   
19 栄養改善を図るための介護予防プログラムの内容等  

20 口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

21アクティビティの内容等  

′じ′、  きし  
ユ 、＿  

（参考）予防効果記録票イメージ（一部）   

○参加市町村には、専用ソフトが配布され、  
基本チェツケノスト等（点数指標）  
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